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公益社団法人高知県看護協会 役員の報酬及び費用に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人高知県看護協会定款(以下「定款」という。)第３１条の規定に基づき、公益社団法人看

護協会(以下「本会」という。)の役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義）  

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

（１） 役員とは、定款第２２条に規定する理事及び監事をいう。 

（２） 常勤役員とは、役員のうち公益社団法人高知県看護協会専任役員就業規程第２条に規定する専任役員をいう。 

（３） 非常勤役員とは、役員のうち常勤役員以外の者をいう。 

（４） 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成１８年法律第４９号。以下「公益認定法」

という。)第５条第１３号で定める報酬、賞与その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の

いかんを問わないものであって、費用とは明確に区分されるものとする。 

 （５） 費用とは、職務の遂行に伴い発生する通勤手当、旅費、会務手当及び手数料等の経費をいい、報酬等とは明確に

区分されるものとする。 

 

（常勤役員の報酬及び賞与） 

第３条 本会は、常勤役員に職務執行の対価として報酬を支給する。 

２ 報酬の額は、次の各号に該当する常勤役員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 

 （１） 会長 月額３２０，０００円 

 （２） 副会長及び専務理事 月額２８０，０００円 

 （３） 常任理事 月額２６０，０００円 

３ 賞与は、６月１日及び１２月１日にそれぞれ在職する常勤役員に支給することができる。これらの期日前１か月以内に退

任し、又は死亡した場合においても同様とする。  

4 賞与の額は、第２項に規定する報酬月額に、常勤役員の前年１２月２日から６月１日及び６月２日から１２月１日のそれぞ

れの期間における当該者の在職期間に応じ、次に掲げる割合を乗じて得た額に、２月を乗じて得た額とする。ただし、

会長は、本会の経営状況その他本会の運営上やむを得ない事由がある場合には、減額することができる。 

 （1） ５か月以上 １００分の１００ 

 （2） ３か月以上５か月未満 １００分の８０  

 （3） １か月以上３か月未満 １００分の４０  

 （4） １か月未満 １００分の１０ 

5 会長は、勤務日が１週間当たり５日未満の常勤役員については、第２項及び前項の規定にかかわらず、報酬及び賞与

を勤務日数に応じて減額することができる。 

６ 常勤役員の報酬及び賞与の支給日、社会保険料等の控除その他の支給方法については、公益社団法人高知県看護

協会職員等給与規程(以下「職員等給与規程」という。)その他の本会の規則、規程等の定めるところによる。 

 

（日割り計算） 

第４条 新たに常勤役員になった者には、就任した日から報酬を支給する。 

２ 常勤役員が退任し、又は解任された場合には、その日までの報酬を支給する。 

３ 前項の規定にかかわらず、常勤役員が死亡により退任した場合には、その月までの報酬を支給する。 

４ 第１項又は第２項の規定により支給する報酬の額については、その月の初日から支給するとき又はその月の末日まで

支給するとき以外は、その月の総日数から次に掲げる日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算し、出

勤日数に応じた額を支給する。  

 （１） 日曜日 

 （２） 土曜日 

 （3） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する日 

 （4） １２月２９日から翌年１月３日までの日(第１号から前号に該当する日を除く。) 

5 前項の規定により計算した報酬の額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
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（外部理事及び外部監事の報酬） 

第５条 定款第２２条第２項に規定する外部理事及び外部監事には、理事又は監事の職務に従事したとき、従事時間が４

時間未満の場合は日額１５，０００円、従事時間が４時間以上の場合は日額３０，０００円の報酬を支給する。 

2 外部理事及び外部監事の報酬の支給については、第３条第６項の規定を準用する。 

 

（費用） 

第６条 役員が職務の遂行に当たって負担した手数料等の費用は、その負担額を本会が支払う。 

2  役員が職務のため旅行した場合は、旅費規程により旅費を支給する。 

3 常勤役員には、通勤に要する費用として、職員等給与規程第１７条第５項に定めるところにより通勤手当を支給する。 

４ 非常勤役員(外部監事を除く。)が役員会などの会務等に従事した場合は、旅費規程第１０条の規定に基づき旅費及び

会務手当を支給する。 

 

（退職慰労金）  

第７条 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、退任した者に支給する。死亡により退任した者については、その

法定相続人に支払うものとする。ただし、定款第２９条の規定により解任された常勤役員及び第３０条の規定により役

員の地位の喪失をした常勤役員については、支給しない。 

２ 退職慰労金の額は、退任時の報酬月額に在職年数を乗じて得た額を２で除した額を上限として、退任した日後の直後

に開催される理事会で決定する。 

３ 前項に規定する在職年数は、常勤役員として引き続き在職した期間とし、その年数に１年未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。この場合において、通常総会終結の日から次年度の通常総会終結の日までを１年として計算する。 

4 退職慰労金は、法令に定めるもののほか、常勤役員が本会に負う債務を控除し、退職慰労金の額を決定した理事会

が開催された日の属する月の翌月末までに、直接常勤役員に支給する。ただし、当該役員が同意した場合は、口座振

替の方法で支払うことができる。 

 

（公表）  

第８条 本会は、この規程をもって、公益認定法第２０条第１項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 

 

（補則）  

第９条 この規程の実施に必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。 

 

（改廃）  

第１０条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 

 

 

附 則 

１ この規程は、公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 

２ この規程の施行される前から在職していた常勤役員の在職期間は、この規程の施行後の在職期間と通算して計算す

る。 

この規程は、平成２４年４月１４日から施行し、この規程による改正後の役員の報酬及び費用に関する規程は平成２４年

４月１日から適用する。 

 この規程は、平成２４年７月１４日から施行し、この規程による改正後の役員の報酬及び費用に関する規程は平成２４年

４月１日から適用する。 

この規程は、平成２６年６月２１日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

この規程は、平成２６年１２月１日から施行する。 

この規程は、平成３０年１１月１０日から施行し、平成３１年１月１日から適用する。 

この規程は、令和５年７月８日から施行する。ただし、第４条の規定は、令和５年６月１０日に遡及して適用する。 

附 則（令和７年３月８日） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則(令和７年７月１２日) 

この規程は、令和７年７月１２日から施行し、令和８年度改選役員の選出に係る事項についてから適用する。 


